
第７回食品ロス削減関係省庁等連絡会議 

議事次第 
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文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課

食品ロスの削減に向けた
文部科学省の取組

資料１



現状と課題

社
会
的
諸
課
題
の
解
決
に
寄
与

（前年度予算額 XX百万円)
XX年度予定額 XX百万円

（前年度予算額 ３２百万円)
2019年度要求・要望額 ４０百万円社会的課題に対応するための学校給食の活用

具体的な手法及び成果の共有方法の開発

食品ロスの
削減

伝統的な
食文化の
継承

地場産物・
国産食材の
活用

社会的な課題・要請

◆伝統的な食文化の理解、味と技術の継承・応用

○郷土料理等の実例の収集・レシピ集の作成
○味付、調理手順、盛付等の伝統的技法や由緒の伝授
○大量調理・大量配食に適した調理・分配・配膳方法等の開発
○学校行事や地域の伝統行事、季節行事との連係 等

◆廃棄してきた・使用されてこなかった物の利活用

○葉・皮など廃棄してきた部分を活用した献立の開発
○形くずれ野菜等の必要量の確保、手間の少ない調理
方法の開発

◆需要サイドと供給サイドからのアプローチ・連携
※需要サイド：学校給食を実施する学校の設置者、栄養教諭、学校栄養職員等
※供給サイド：地方公共団体の農林水産部門、生産・加工・流通の関係団体等

適時に必要量を確保し使用することのできる
○生産・流通・販売経路の開拓・拡大
○大量調理に適した食材の規格や加工方法の研究、加工品の開発 等

全国展開

 廃棄物の削減

 食材の有効利用範
囲の拡大

 安定的な供給ルー
トの確立

 大量調理に適した
産物・食材の充実

 活用の拡大

 特色ある食文化の
理解促進・継承

 他地域への食文化
の伝播・拡大

 豊かな食事

学校給食については、適切な栄養の摂取による健康の保持増進や食育における活用に加え、食品ロスの削減、都道府県内の
地場産物や国産食材の活用、郷土料理等の伝統的な食文化の継承など、社会的な課題・要請に対応することが求められている
。

学校給食の提供の過程（献立の作成、食材の調達、調理等）を活用して、社会的な課題・要請に対応するための具体的な手
法及び地域における成果の共有方法を開発する。また、これらの実践事例の普及を通じて、全国における取組を促進する。

事業概要

普及対応



食育については、これまで学校を中心とした多様な取組による成果が見られたものの、食を取り巻く環境が大きく変化する中、児童生徒の食に関する課題を解決するに
は、学校における取組だけでは限界があり、家庭を巻き込んだ取組が必要である。

現状と課題

① 栄養教諭を中核とした関係者の連携による家庭へのアプローチ手法の開発や、望ましい食生活への理解促進を目的とした親子による体験活動等の実施など、学校を核
として家庭を巻き込んだ取組を推進し、子供の日常生活の基盤である家庭における食に関する理解を深めることにより、子供の食に関する自己管理能力の育成を目指す。

② 学校において、家庭、地域、生産者等と連携した食育を教科等横断的な視点をもって推進し、栄養教諭を中核とした全校体制による指導・評価方法の開発を行うとと
もに、栄養教諭間の連携強化、研修を行うことにより、栄養教諭の実践的な指導力の向上を目指す。
あわせて、新しい学習指導要領に基づき食育を推進するため、給食の時間や各教科等の中で活用できるよう食育を体系的にまとめた中学生向けの教材の作成を行う。

児童生徒や保護者の変化に係る指標をあらかじめ設定
・朝食摂取、共食、栄養バランスを考えた食事、
ゆっくりよく噛んで食べることや食事マナーに対する意識の向上及び実践、
伝統的な食文化や行事食の学び、食事の際の衛生的な行動

栄養教諭の実践的な指導力向上の取組の推進
・モデル地域の栄養教諭間の連携強化、研修の実施

事業終了後に全国の取組の効果を検証
・各モデル地域の取組を共通指標等を基に取りまとめ
実効性のある取組を全国へ普及
・報告書の作成、ＨＰでの公表、事例発表会・会議等での周知
教材作成により、食に関する指導を充実
・栄養教諭を中核とした食に関する実践的な指導の普及・充実

関係者の連携による家庭へのアプローチ
手法の開発
望ましい食生活への理解促進を目的とし
た親子による体験活動等の実施

児童生徒の
食に関する自己管理能力

の育成

つながる食育推進事業

事業概要

つながる つながる

取組の実施・検証（各モデル地域）

保護者

校長等

栄養教諭養護教諭

学級担任

つながる

他校・近隣市区
町村の栄養教諭

生産者・
関係団体等

農林・
保健部局等

家庭学校

つながる

栄養教諭を中核とした全校体制
による指導・評価方法の開発

栄養教諭の
実践的な指導力

の向上

栄養教諭間の連携強化（新規採用や
任用換えの栄養教諭への支援）

中核となった栄養教諭や実践事例の
研修（校内・地域）での活用

事業イメージ（各モデル地域）

効果検証・普及（文部科学省）

2019年度要求・要望額 66百万円
(前年度予算額 51百万円)



食育白書
各省庁における食品リサイクルと食品ロスの削減

に関する取組を記載。

○平成30年版食育白書
・学校給食における食品ロスの削減の取組を紹介。

・「食品ロス削減の必要性を全国に発信
（第１回食品ロス削減全国大会）」（松本市・全国
おいしい食べきり運動ネットワーク協議会主催、
消費者庁、農林水産省、環境省共催）
の開催概要を紹介。

食品ロス削減に向けた食育に関する取組
平成30年９月14日

農林水産省消費・安全局
消費者行政・食育課

➤食の生産から消費までの食の循環の理解、食品ロスの削減等の推進
食の循環や環境を意識した食育の推進

食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合 67.4％ ➜ 80％以上目標

施策
食品ロス削減を目指した国民運動の展開
（基本計画第３ 5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）

➤国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者等が連携した食品ロス削減国民運動の展開等

第３次食育推進基本計画
重点
課題

食育ガイド
食品ロスや食品表示についても記載。都道府県、関係団体等へ

配布するとともにＨＰにも掲載。

「食育月間」実施要綱
「食品ロス削減運動の展開」を含めた「食の循環や環境への意識」

を重点事項として定め、関係機関・団体等へ通知及び公表。

食育推進全国大会
平成30年６月23日、24日に大分県で

開催し、出展団体による食品ロス削減に向
けた取組の紹介・展示を通じて普及啓発。

（26年度） （32年度）

資料２－１



食品ロス削減に係る農林水産省の取組

食堂で

食品ロス削減国民運動シンボルマーク「ろすのん」

食品ロス削減に取組
む団体・企業の皆様は、
簡単な申請だけで
ご利用いただけます。
（無料です）

「ろすのん」の説明や様式はこちら：
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/
syoku_loss/161227.html 車で

お店で

利用件数
373件

（H30.8時点）

今年6月から笑うバージョンも
使用できるようになりました。

社内啓発
資料で

（１）国民運動シンボルマーク「ろすのん」の普及
資料２－２



（２）加工食品の納品期限と食品ロス

菓子
飲料

２ヶ月 ２ヶ月２ヶ月

製造日 納品期限 販売期限＊ 賞味期限

メーカー

3ヶ月

納品期限切れ在庫、
返品、廃棄／転送の変化

販売期限切れ
在庫の変化

返品、未出荷
廃棄の変化

購買行動
の変化

消費者

卸 売 スーパー

店頭での販売

店頭から撤去、廃棄
(一部値引き販売)

販売期限については、
各小売において設定

製造日 納品期限 賞味期限
3ヶ月

現

行

パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（賞味期間６ヶ月の場合）

メーカー
卸 売 スーパー

返品（廃棄） 返品（廃棄） ＊販売期限は各
小売りにより異なる

 小売店などが設定する加工食品の納品期限は、賞味期間を概ね３等分して商慣習として設定される場
合が多く（いわゆる３分の１ルール）、食品ロス発生のひとつの要因とされている。

 平成25年８月から半年程度、特定の地域で飲料・菓子の一部品目の店舗への納品期限を現行より緩
和（賞味期限の１／３→１／２以上）するパイロットプロジェクトを実施。

 平成29年度から品目（即席麺等）、取組店舗（食品スーパー等）を拡大した実証中。



（３）小売店舗における消費者への啓発
 消費者の過度な鮮度志向や購買行動が食品ロスにつながることもあるため、お客様がすぐに行動にうつ
せる小売店頭で、呼びかけを行うことが重要。

 大手流通業者と連携して、店頭における消費者への啓発資材による食品ロス削減効果を平成29年度
に実証。アンケート調査では、半数近くの消費者が食品ロス削減に向けた買い物をするという反応。

 平成30年度は、10月を啓発月間として、全国的な取組として、小売店舗等において食品ロス削減に
向けた啓発活動を実施予定。

0 20 40 60 80

食品ロス削減について気軽に情報を得られる

食品ロスを身近な問題と捉えることができる

食品ロス削減に向けた買い物をするきっかけになる

消費者の購買行動に対する意識調査 回答率（％）



（４）未利用食品の有効活用に向けた取組（フードバンク活動）

食
品
関
連
事
業
者

支援者

概要図

（印字ミス、
外箱の変形等）

フードバンク活動団体数及び所在地

N=77資料：公益財団法人流通経済研究所「国内フードバンクの活動実態把握調査」（平成29年3月 農林水産省委託事業）

 製造や流通などの過程で発生する未利用食品を食品企業からの寄付を受けて、必要としている人
や施設等に提供する取組。

 もともと米国で始まり、既に約50年の歴史があるが、我が国では、ようやく広がり始めたところ。（日本
では北海道から沖縄まで約80団体が活動）

 平成29年度は、人材に係る資質向上のため、衛生管理講習会と利用促進セミナーを11月から1月
にかけて、全国6カ所で開催。平成30年度は、9月から全国8カ所で利用推進に向けた意見交換会
を実施中。



食品ロス削減に向けた取組

経済産業省 消費・流通政策課

資料３



1

食品ロス削減の取組 製・配・販連携協議会のWG活動

2011年の協議会発足時より、三位一体の取組として、賞味期限の延長、賞味期限の年月表示化、
納品期限の緩和を実態調査、普及啓発活動、表彰活動を通じて推進。

主な取組
○返品実態の把握

○返品削減方策の提示
－納品期限見直し
－商品入替プロセス
－取引契約の明確化

○返品削減取組事例の共有・公表

○各社返品削減計画策定

○返品削減パイロットプロジェクトの実施

○返品削減 手引書等の作成
（加工食品版、日用品版）

○サプライチェーンイノベーション大賞の創設と表彰



2

食品ロス削減の取組 製・配・販連携協議会のWG活動 普及啓発活動①

WG活動の実証実験や実態調査、各社のベストプラクティスから得られたエッセンスを「手引書」「パンフ
レット（手引書の要約版）」「ポスター」としてまとめ、協議会および弊省HPに公開。各業界団体を通
じて普及啓発活動を実施。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/shh_tebikisyo.html
http://www.dsri.jp/forum/guide.html



3

手引書等にも商慣習の見直しを具体的に返品確認書などのフォーマット例を示すとともに、納品期緩
和・賞味期限延長・賞味期限年月表示化が食品ロス削減に有効であることを示し、周知。

食品ロス削減の取組 製・配・販連携協議会のWG活動 普及啓発活動②
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「返品実態調査」として毎年協議会加盟企業53社を対象に実施。定点調査として貴重な基礎資料
になるとともに、毎年の取組総括や、普及啓発活動に使用。年々漸減しているが、協議会加盟以外
の企業への普及啓発が課題。

加工食品の返品率
（卸売業からメーカーへの返品）

※注１ 集計対象は加工食品・飲料・酒類等のドライ商品。 チルド、フローズン、日配、生鮮は集計対象外。
※注２ 協議会加盟の卸売業にアンケートを実施集計データには協議会加盟以外の企業も含む

返品推計額
（卸売業からメーカーへの返品）

食品ロス削減の取組 製・配・販連携協議会のWG活動 実態調査①

562
億円



5

小売業の業態別に返品率を見ても、各業態ともに低減傾向。返品理由を見ると商品改廃時や特売
終了時などに発生しており、製配販で連携した計画的な仕入れや売り切りが重要。

食品ロス削減の取組 製・配・販連携協議会のWG活動 実態調査②

加工食品の業態別返品率
（卸売業への調査、小売から卸売への返品）

加工食品の返品発生理由
（卸売業への調査、小売から卸売への返品）

※加工食品・飲料・酒類等のドライ商品が対象。
チルド、フローズン、日配、生鮮は集計対象外。

※注１ 集計対象は加工食品・飲料・酒類等のドライ商品。 チルド、フローズン、日配、生鮮は集計対象外。
※注２ 協議会加盟の卸売業にアンケートを実施集計データには協議会加盟以外の企業も含む
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（参考）日用品、OTC医薬品の返品率
日用品・OTC医薬品も加工食品と同様に年々漸減しているが、加工食品よりも返品率は高く、尚一
層の効率化が必要。

日用雑貨品の返品率
（卸売業からメーカーへの返品）

OTC医薬品の返品率
（卸売業からメーカーへの返品）

839 831 846
668 658
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235 208
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返品推計額
（卸売業からメーカーへの返品）

※注１ 集計対象は加工食品・飲料・酒類等のドライ商品。 チルド、フローズン、日配、生鮮は集計対象外。
※注２ 協議会加盟の卸売業にアンケートを実施集計データには協議会加盟以外の企業も含む



7

食品ロス削減の取組 製・配・販連携協議会のWG活動 表彰活動

協議会設立の趣旨である製・配・販各層が連携することでサプライチェーン全体の効率化をより一層
促進するため、各企業の優れた取組を表彰し、広く啓発することを目的に2016年に「サプライチェーン
イノベーション大賞」を創設。返品削減も表彰対象テーマの1つ。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/shh_scitaisyou.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170727001/20170727001.html

2016年 2017年 2018年

株式会社イトーヨーカ堂 三菱食品株式会社

アサヒビール株式会社
キリンビール株式会社

サントリー食品インターナショナ
ル株式会社

サッポロビール株式会社
日本酒類販売株式会社

2016年 2017年 2018年
花王グループカスタマーマーケ

ティング株式会社 資生堂ジャパン株式会社 花王グループカスタマーマーケ
ティング株式会社

国分グループ本社株式会社 ロート製薬株式会社 大塚製薬株式会社

株式会社マツモトキヨシホール
ディングス 株式会社イトーヨーカ堂 株式会社日本アクセス

株式会社フジ 株式会社フジ

大賞

優秀賞
発注・在庫の適正コントロール

返品実績の把握と管理
発注・在庫の適正コントロール

（配送効率化での表彰）

発注・在庫の適正コントロール

（配送効率化での表彰）

2018年の事例概要

2018年の事例概要



0

平成30年９月14日（金）
環境省環境再生・資源循環局

総務課 リサイクル推進室

環境省の食品ロス削減の取組

資料４



○ 平成27年度では、我が国全体で約2,800万トンの食品残さが発生。このうち「食品ロス
」が約646万トン発生している。
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食品廃棄物等の利用状況等（平成27年度推計）＜概念図＞

有価物

※大豆ミール、ふすま等

1,013万トン

食品リサイクル法における
再生利用：1,426万トン
うち飼料化向け：1,059万トン
うち肥料化向け：249万トン
うちエネルギー化等向け：117万トン

食品リサイクル法における
熱回収：43万トン

食品リサイクル法における
減量：197万トン

焼却・埋立等：344万トン

焼却・埋立：776万トン

再生利用：56万トン
（肥料化・メタン化等向け）

事業系廃棄物

800万トン

食品リサイクル法における食品廃棄物等

０

廃棄物処理法における
食品廃棄物

家庭系廃棄物

832万トン
うち可食部分と考えられる量

食べ残し、過剰除去、
直接廃棄

289万トン

食
品
資
源
の
利
用
主
体

① 食品関連事業者

・食品製造業

・食品卸売業

・食品小売業

・外食産業

②一般家庭

事業系廃棄物

＋

有価物

2,010万トン

食用仕向量 8,29１万トン
粗食料＋加工用

うち可食部分と考えられる量
規格外品、返品、
売れ残り、食べ残し

357万トン

資料：・「平成27年度食料需給表」（農林水産省大臣官房）

・「食品廃棄物等の発生量及び再生利用等の内訳（平成27年度実績）｣(農林水産省統計部)

・事業系廃棄物及び家庭系廃棄物の量は、「一般廃棄物の排出及び処理状況、産業廃棄物の排出及び

処理状況」（環境省）等を基に環境省において推計

・「平成29年度食品循環資源の再生利用等に関する実施状況調査等業務報告書」（環境省請負調査）

注： ・事業系廃棄物の「食品リサイクル法における再生利用」のうち「エネルギー化等」とは、食品リサイクル法で

定めるメタン、エタノール、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂及び油脂製品の製造である。

・ラウンドの関係により合計と内訳の計が一致しないことがある。

食品由来の廃棄物等

2,842万トン

うち可食部分と考えられる量

646万トン
※いわゆる「食品ロス」



＜第４次循環型社会形成推進基本計画＞（抜粋）

５．国の取組
５．３ ライフサイクル全体での徹底的な資源循環
５．３．２ バイオマス（食品・木など）

〇 家庭から発生する食品ロスについては、これを2030年までに半減するべく、自治体、事業者等が協力して、食品ロスの削
減に向けた国民運動を展開し、食品ロス削減に関する国民意識の向上を図るとともに、使い切れる量の食品を購入するこ
と、残さず食べ切ること、未利用食品を有効活用することなど、家庭において食品の購入や調理等の際の具体的な行動の
実践を促進する。

〇 家庭以外から発生する食品ロスについては、SDGsを踏まえた目標を検討するとともに、個社での解決が難しいフード
チェーン全体での非効率を改善するための商習慣の見直しの促進、「3010運動」など宴会時の食べ残しを減らす自治体主
導の取組の促進、最新の技術を活用した需要予測サービスの普及、食品関連事業者の製造・流通段階で発生する未利
用食品を、必要としている人や施設が活用できる取組の推進、その他食品ロス削減のための取組の展開等を実施し、製
造から流通、消費までの各段階における食品ロス削減の取組を加速化する。

〇 食品ロスの削減に係る取組の実施及びその進捗の評価に当たっては、その基礎情報として、国内で発生する食品ロスの
量を的確に把握することが重要であることから、自治体による食品ロス発生量の調査を支援するとともに、これによって得
られたデータ等を基に、食品ロス発生量に係る推計値の精緻化を行う。

○ 循環型社会形成推進基本法に基づく「循環型社会形成推進基本計画」について、
今年６月に新計画を閣議決定。

○ 新計画では、SDGsを踏まえた家庭系の食品ロス削減目標（家庭から発生する食品
ロスを2030年度までに半減）を含めるとともに、事業系の食品ロス削減目標につい
ては、「今後、食品リサイクル法の基本方針において設定」することを記載。

家庭系食品ロス削減目標の設定

2



家庭
事業者 その他

（学校給食）製造 卸・小売 外食

調査

普及
啓発

その他

食品ロス削減に関する自治体への支援

3

食品ロス調査
実施支援

食品ロス削減全国大会

取組マニュアルの策定

研修会の開催

実施中の取組 実施予定の取組

ホームページの作成

普及・啓発資材の提供

モデル事業

○ 食品ロスへの関心の高まり、循環計画における食品ロス削減目標の設定を受け、食品
ロス削減に向けた自治体支援を強化。

3010運動すぐたべくん食ロスダイアリー

学校給食マニュアル



食品ロス調査実施支援

○ 食品ロスの発生量を調査している市町村数
平成25年度：49市町村（実績）→平成30年度までに200市町村（目標）

○ 支援対象市区町村
平成29年度：15市区町村、平成30年度：15市区町村（今年度の応募は締切）

○ 支援内容
調査にかかる金額上限50万円

4

財政的支援

○ 家庭系廃棄物から厨芥類を分類し、含まれる食品ロスを把握する方法について手順
書を作成するとともに動画で解説（http://www.env.go.jp/recycle/food/post_5.html）

技術的支援

「実施計画の検討」、「調査の実施」、「結果の
とりまとめ」の３つに分けて解説。合計約15分

調査の実施方法について
写真付きで詳細に紹介

http://www.env.go.jp/recycle/food/post_5.html


家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書

5

普及啓発資材の提供（食品ロスダイアリー）

出典：神戸市資料より

○ 先行事例によると、その日に発生した食品ロスの量等について日記形式で記録するだけ
で、家庭からの食品ロス量の削減効果があることが明らかに。

○ 全国の自治体でダイアリー事業を実施できるよう、ダイアリーのひな型を作成・提供予定。

その日に発生した食品ロスについて、
・品目及び量
・捨てた理由
・どうすれば捨てずにすんだか

等について記載し、食品ロスの発生状況及びその回避のための方策について認識してもらう

ダイアリーをつけるだけで、削減効果を確認

出典：神戸市資料より



自治体等

環境省×市町村等バージョン

自治体等

環境省単独バージョン

ダウンロード先QRコード

市町村等単独バージョン

○ 「すぐに食べる」商品については、賞味期限や消費期限が長い商品を選択的に購入するの
ではなく、陳列順に購入することが挙げられる。

○ 地方自治体が消費者に対してこのような消費行動を促す際に活用可能な啓発キャラクター
「すぐたべくん」を作成、公表。

○ 所定の場所に、地方自治体の名前等を入れ、独自の資材として活用可能。

普及啓発資材の提供（すぐたべくん）

6

＜ダウンロード用ＨＰ＞
http://www.env.go.jp/recycle/food/post_30.html



第１回食品ロス削減全国大会の開催

平成29年10月30日、31日に第１回食品ロス削減全国大会～広げよう30・10inまつもと～を長野県松本市において開催（
主催：全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会、共催：環境省、農水省、消費者庁）。
30日には全国の自治体、食品関連の企業・団体関係者や多くの松本市民の皆さまとともに、食品ロス削減への決意を全
国へ発信した。31日には自治体向けの研修会を行った。参加者は約800名（約100自治体が参加）であった。次回大会
は、今年（平成30年）の10月30日に京都市で開催予定。

オープニング

トークショー＆ミニ講
演元大関の把瑠都さん、食育インストラクターの和田明日香さんをゲストに招き、ご自身の体験を交え、食品
ロスについてトークショーを行った。話題は把瑠都さんの祖国エストニアのこと、昨今広まりつつあるフード
ドライブのことなど多岐にわたり、和田さん自作の食品ロス削減に資するレシピで作った料理を把瑠都さんが
試食する一幕もあった。トークショーの最後には、会場が一体となり、「食品ロスを減らそう！」と力強く宣
言を行った。
ミニ講演では、気象予報士の菊池真以さんから、天候の長期予報を踏まえて製造量を調節し、食品の廃棄量

を減らす企業の取組など、気象と食品ロスの関連についての講演が行われた。

パネルディスカッショ
ンパネルディスカッションでは、パネリストから、それぞれの立場で取り組んでいる食品ロス削減の内容につ
いて報告があり、議論を行った。最後に、「10月30日を食品ロス削減の日にし、食品ロス削減の活動を広めて
いく契機とする」ということを会場の参加者と共有し、閉会した。

菅谷松本市長が「食品ロス削減の取組を各主体が共有する、有意義な日にしたい」と開会のあいさつをし、伊藤
環境副大臣、長野県の中島副知事より祝辞を行った。
その後、開催自治体である松本市が、これまでの食品ロス削減の取組について発表した。

自治体向け研修会

10月31日（２日目）

10月30日（１日目）

２日目は、環境省・消費者庁・農林水産省から食品ロス削減に関する動向等についての情報提供を行ったほ
か、３グループに分かれて意見交換を行った。
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第２回、第３回食品ロス削減全国大会

第２回全国大会を京都府京都市で開催

期日：平成３０年１０月３０日(火)13時00分～18時00分
場所：京都大学百周年時計台記念館

主催：京都市、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会
共催：環境省、農林水産省、消費者庁

第３回全国大会開催地は

第２回全国大会で発表
詳しくは全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会

ホームページにて

8



平成29年度モデル事業の概要

＜山梨県甲府市＞ 「小学校給食の残菜の堆肥化、環境教育、食育による食品ロス削減への取組」
･ 給食支援員による残食量調査や残食を減らすことの呼びかけの実施による食べ残しの削減
・ しんぶんコンポストキットを使った堆肥化体験、学校敷地内に設置した生ごみ処理機による液肥化などの食
品残さの有効活用

・イベントの開催（「学んで・減らそう！食品ロス」、「親子料理教室」）、食品ロス問題啓発教材の作成、配付な
どの啓発活動の実施

＜京都府宇治市＞ 「食べきり 広げよう ゼロの輪～あなたの行動が削減への成功～」
・全小学校に向けて、継続的な意識付けを図るため、給食に関する新聞や動画の作成、配布
・モデル校において、配膳を素早く終わらせることで喫食時間を長くする準備時間短縮の取組、食べ物を食べ
きる大切さやクラスの食べ残し量などを説明する学習会、児童と一緒に給食を食べながら談話する交流会
を実施

・嫌いなものを美味しく食べることができる「食べきりレシピ」の作成、親子料理教室の実施
・市民向けの啓発イベント「食べきりフェスタ」の実施

99

学校給食モデル事業

○環境省では、学校給食からの食品ロス削減・リサイクルのモデル的な取組を行う市町村を支援
するため、「学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の３Ｒ促進モデル事業」を実施。

○平成27年度は３件（北海道札幌市、長野県松本市、岐阜県恵那市）、平成28年度は２件（京都
府宇治市、千葉県木更津市）、平成29年度は２件（山梨県甲府市、京都府宇治市）のモデル事
業を実施。



学校給食マニュアル

マニュアル掲載URL

1010

○ これまでのモデル事業の結果に基づいて、「自治体職員のための学校給食の食べ残しを
減らす事業の始め方マニュアル」を作成。

取組による効果を推計可能

事業実施までの流れや、必要なコスト、
自治体内での役割分担について分か
りやすく解説



その他の取組

11

○ 企業、行政、消費者、ＮＧＯなど、食品ロスの関係者が、食品ロスに関する情報を必要な時
に入手できるよう、関連情報を一元的に取りまとめたホームページを作成予定。

○ 国内外の最新の検討状況、食品ロスの発生量調査、削減対策事例など、自治体担当者が
参考となる情報についても取りまとめる予定。

ホームページの作成

○ 毎年１回、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と協力して、地方自治体の担当者
向けの研修会（食べきり塾）を開催し、食品ロス削減に係る最新の国内外の情報を提供予定。

研修会の開催

○ 「食品ロス削減のための施策バンク」（全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会）の中
から、汎用性・独自性・効果等の観点から他の自治体の参考となる取組をマニュアル化して
公表

取組マニュアルの策定



平成25年度予算
○○百万円

2019年度要求額
99百万円（70百万円）

食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費

我が国では食品リサイクル法（平成12年法律第116号）に基づき食品廃棄物のリサイ
クルが進められている。食品廃棄物のリサイクル率は、法制定時に比べて改善（37％
→85％）されたものの近年横ばい傾向にあり、更なるリサイクルの促進に向けた対策
が必要。その際、過去の食品廃棄物の不正転売事案を踏まえつつ、食品廃棄物の適
正処理に継続的に取り組んでいく必要がある。

一方で、本来食べられるにも関わらず捨てられる食品ロスに関しては、環境・経済・福
祉等の様々な観点から国内外で注目されてきている。国際的には、国連持続可能な開
発目標（SDGs）のターゲットの１つに食品ロスの削減が掲げられている。国内では、平
成30年６月に食品ロス削減推進法案（仮称）が成立しただけでなく、第４次循環型社会
形成推進基本計画（平成30年６月19日閣議決定）にも削減目標が掲げられた。食品ロ
ス削減のためには、国民一人ひとりに食品ロスについて周知を図る必要があるが、そ
の際に地方自治体が果たす役割が大きい。他方で、自治体等の中には、食品ロスの
削減に係る取組に充てられる予算・人員が限られている自治体もある。

背景・目的

１．食品リサイクル法に基づく安全・安心な３R促進事業 29,439千円(29,439千円)
○ 食品リサイクルが進んでいない地域においてその原因を明らかにするとともに、国、

自治体、食品関連事業者及び再生利用事業者等が実施可能な対策について検討
する。また、再生利用事業者による食品リサイクルの効率化に係る工夫等について
調査し、結果を関係者間で共有することで、食品リサイクルの促進を図る。

○ 食品関連事業者及び再生利用事業者等向けのセミナーを開催するなどして食品廃
棄物処理に係るマッチングを図る。

○ 食品関連事業者及び登録再生利用事業者等への指導を継続的に実施する。

２．地域力を活かした食品ロス削減等促進事業 69,207千円(32,263千円)
○ 地方自治体の家庭系食品ロスの排出実態調査及び削減計画策定を支援する。
○ 地方自治体向けの食品ロス削減マニュアル及び地方自治体が活用可能な普及啓

発資材を作成し、提供することで、地方自治体による食品ロス削減対策を促進する
。

○ 学校給食から排出される食品廃棄物の３Rの実施及び当該３Ｒの取組を題材とした
食育・環境教育活動の実施等について、地方自治体を支援する。

○ 食品ロスに係るHPを整備するとともに食品ロス削減全国大会を開催するなどして、
全国規模での普及啓発を行い、消費者の間での食品ロスに関する認知度の向上を
図る。

事業概要

期待される効果

事業スキーム

環境省
（施策の検討）

請負事業者

調査の請負発注

成果の報告

・食品廃棄物の適正処理と食品リサイクルの促進の同時達成
・日本全体での効果的・効率的な家庭系食品ロスの削減

イメージ

対策パッケージの提供

地方自治体

HP、全国大会を
通じた普及啓発

優良事例

効率化に係る
工夫の情報提供
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阻害要因調査

• マッチングの実施
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飼料・肥料

野菜等

食品リサイクルの促進
（リサイクルループの形成）

食品ロスの削減

事業者消費者

地元ネットワークを活用
した普及啓発

食品ロスの削減
（SDGs達成・循環計画目標達成等）

平成25年度予算
○○百万円

2019年度要求額
99百万円（70百万円）

食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費
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○ 食品リサイクルが進んでいない地域においてその原因を明らかにするとともに、国、
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調査し、結果を関係者間で共有することで、食品リサイクルの促進を図る。

○ 食品関連事業者及び再生利用事業者等向けのセミナーを開催するなどして食品廃
棄物処理に係るマッチングを図る。

○ 食品関連事業者及び登録再生利用事業者等への指導を継続的に実施する。

２．地域力を活かした食品ロス削減等促進事業 69,207千円(32,263千円)
○ 地方自治体の家庭系食品ロスの排出実態調査及び削減計画策定を支援する。
○ 地方自治体向けの食品ロス削減マニュアル及び地方自治体が活用可能な普及啓

発資材を作成し、提供することで、地方自治体による食品ロス削減対策を促進する
。

○ 学校給食から排出される食品廃棄物の３Rの実施及び当該３Ｒの取組を題材とした
食育・環境教育活動の実施等について、地方自治体を支援する。

○ 食品ロスに係るHPを整備するとともに食品ロス削減全国大会を開催するなどして、
全国規模での普及啓発を行い、消費者の間での食品ロスに関する認知度の向上を
図る。
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期待される効果

事業スキーム
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（施策の検討）

請負事業者

調査の請負発注

成果の報告

・食品廃棄物の適正処理と食品リサイクルの促進の同時達成
・日本全体での効果的・効率的な家庭系食品ロスの削減
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消費者庁における
食品ロス削減の取組

消費者庁消費者政策課
平成30年９月14日

資料５－１



１．消費者基本計画工程表の見直し

２．消費者の食品ロス削減に関する意識調査の実施・公表

３．地方公共団体における食品ロス削減の取組状況のとりまとめ

４．飲食店における食べ残しを減らす取組の推進

５．地方公共団体における災害時用備蓄食料の有効活用の促進

６．ウェブサイト･パンフレットを活用した消費者への普及啓発の促進

７．徳島県における食品ロス削減に資する取組の実証結果の公表

８．地方公共団体等との連携による協働啓発
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５年間で取り組むべき施策の内容
１ 消費者の安全の確保
２ 表示の充実と信頼の確保
３ 適正な取引の実現
４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成
（１）消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映
（２）消費者教育の推進
消費者が、自らの消費行動が環境、社会、文化等の幅広い分野において他者に影響を及ぼし得るこ

とへ理解を深めていくことが必要である。リサイクルの推進、適正な廃棄及び食品ロスの削減に向け
た取組のほか、被災地の復興に対する理解を深めることなどにも貢献するＥＳＤ（Education for 
Sustainable Development ; 持続可能な開発のための教育）の普及啓発に努める。
（３）消費者団体、事業者・事業者団体等による自主的な取組の支援・促進
（４）公正自由な競争の促進と公共料金の適正性の確保
（５）環境の保全に配慮した消費行動と事業活動の推進
５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備
６ 国や地方の消費者行政の体制整備

平成27年3月24日閣議決定

１



食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合の調査（毎年度）【消費者庁】

食品ロス削減のための商慣習見直し等の促進に向けた取組の推進及び事業者の取組に対する消費者理解の促進
【農林水産省、経済産業省、消費者庁】

食品ロス削減国民運動での活用

・食品ロス発生量推計の継続的実施 【農林水産省、環境省】
・食品ロスの内容・発生要因等の分析 【農林水産省、環境省、消費者庁】

食べきれる分量のメニューの充実や持ち帰りについて安全に食べるための注意事項の周知
【農林水産省、消費者庁、関係省庁】

 食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）の推進
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

学校給食に関する取組など、自治体の優良事例等の全国への情報提供（情報提供事項等については随時見直しを行う） 【環境省】

・賞味期限内にもかかわらず、様々な理由により食品関連事業者による販売が困難となった加工食品などを有効活用する活動（フードバンク
活動）への支援 【農林水産省、消費者庁、関係省庁】

・地方公共団体等の災害備蓄食料の更新に当たり、フードバンクへの提供を行うなど、有効活用を図ることを促進 【消費者庁、関係省庁】

学校における取組の全国への情報提供 【文部科学省】

消費者が食品ロス削減のために家庭で取り組める内容の普及啓発（発生要因の分析等を踏まえ、内容や媒体を随時見直し）
【消費者庁、関係省庁】

「消費者行政新未来創造オフィス」におけるモデル事業の実施
【消費者庁】

食品ロス削減による
環境負荷の算定
【環境省】

・食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSS PROJECT」の展開
・ロゴマーク「ろすのん」の周知 【消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省、関係省庁】

ＫＰＩ：（イ）食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合〈平成31年度80.0％以上〉 （ロ）食品ロス発生量の抑制

〔参考〕
32年度 33年度 34年度

外食産業の食品ロス削減手法の共有化
【農林水産省】

地方公共団体に対し、有効活用の検討を依頼
【消費者庁、関係省庁】

全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会との連携
【消費者庁、農林水産省、環境省】

２

平成27年３月24日消費者政策会議決定（平成30年7月22日最終改定）



第３次食育推進基本計画の目標
食品ロス削減のために何らかの行動をしてい
る国民を増やす

まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスにつ
いては、年間642 万トン（事業系331 万トン、家
庭系312 万トン（平成24 年度推計））発生してい
ると推計されているが、その削減を進めるためには
、国民一人一人が食品ロスの現状やその削減の必要
性についての認識を深め、自ら主体的に取り組むこ
とが不可欠である。このため、食品ロス削減のため
に何らかの行動をしている国民を増やすことを目標
とする。

具体的には、平成26 年度に67.4％となっている
割合を、平成32 年度までに80％以上とすることを
目指す。

67.4

76.4

62.4

71.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

平成26年度
※１

平成27年度
※１

平成28年度
※２

平成29年度
※２

（％）

食品ロス削減のために何らかの
行動をしている国民の割合

食品ロス問題を認知して、食品ロス削減のために行動
していると回答した人の割合

※１：消費者庁「消費者意識基本調査」
※２：消費者庁「消費者の意識に関する調査結果報告書」

目標(平成32年度まで） 80％以上

３

平成29年度調査結果の公表：2018年３月27日



※消費者庁「平成29年度消費者の意識に関する調査結果報告書」

（複数回答）

【食品ロスの問題の認知度】

【食品ロスを減らすために取り組んでいる行動】

（％）
13.7

0.4

22.6

27.2

34.5

32.0

44.9

45.8

44.1

64.7

8.3

1.4

28.2

28.4

32.2

33.8

43.6

50.8

51.3

69.7

0 20 40 60 80

取り組んでいることはない

その他

飲食店等で注文し過ぎない

小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量を購入する

残った料理を別の料理に作り替える（リメイクする）

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する

料理を作り過ぎない

冷凍保存を活用する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか…

残さずに食べる

平成29年度
平成28年度

15.5

16.9

50.0

56.6

20.5

18.5

14.1

8.1

0 20 40 60 80 100

28年度

29年度

よく知っている ある程度知っている あまり知らない 全く知らない

知っている 計73.4 知らない 計26.6

知っている 計65.4 知らない 計34.6

（％）

４



５
消費者庁調べ：「平成29年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について」
※実施の自治体には、１事務組合及び１広域連合からの回答を含む

食品ロス削減の取組状況の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度

都道府県 44.7% 53.2% 78.7%

指定都市 70.0% 50.0% 70.0%

市区町村 4.0% 3.1% 9.4%

63.8%

89.4% 100.0%
95.0%

85.0%

10.9% 18.8%

43.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成27年度 平成28年度 平成29年度

(実施割合）

都道府県 指定都市 市区町村

平成29年度は全ての都道府県及び指定都市で、食品ロス削減の取組を実施。また、市区町村（※）で
は、約４割が実施。

平成29年度取組状況の公表：平成30年７月３日

＜参考：食品ロス削減施策に関する予算が「ある」と回答した割合の推移＞
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13
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19

151

29

95

95

181

167

221

570
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そ の 他

食 品 関 係 事 業 者 と 連 携

食 品 ロ ス の 実 態 把 握

フ ー ド バ ン ク 活 動 と 連 携

災 害 用 備 蓄 食 料 の 有 効 活 用

飲 食 店 で の 啓 発 促 進

子 ど も へ の 啓 発 ・ 教 育

住 民 ・ 消 費 者 へ の 啓 発

都道府県数 指定都市数 市区町村数

平成29年度に実施した食品ロス削減の取組内容について、都道府県・指定都市・市区町村全体で、最も多
いのが「住民・消費者への啓発」、次いで「子どもへの啓発・教育」、「飲食店での啓発促進」の順。
なお、「飲食店での啓発促進」に関する取組の中で、食べ残しを減らす取組を実施している飲食店の登録店舗数の合計は、

9,914であった。

食品ロス削減の取組内容

（複数回答）

631

259

214

205

118

117

50

185



平成29年度に実施した食品ロス削減の取組内容について、都道府県では、「住民・消費者への啓発」が最も
多く、次いで「飲食店での啓発促進」、「子どもへの啓発・教育」の順。
取組の例としては、県民や飲食店との協働などによるキャンペーンやプロジェクトが多く、事業者団体等と食

品ロス削減策を検討する会議や多様な分野の連携を図る庁内連絡会議の開催も見られる。

食品ロス削減の取組内容＜都道府県＞

（複数回答）

42

34

27

17

16

11

9

24

0 20 40

住 民 ・ 消 費 者 へ の 啓 発

飲 食 店 で の 啓 発 促 進

子 ど も へ の 啓 発 ・ 教 育

食 品 関 係 事 業 者 と 連 携

災害用備蓄食料の有効活用

フ ー ド バ ン ク 活 動 と 連 携

食 品 ロ ス の 実 態 把 握

そ の 他

都道府県数＜取組内容＞
＜取組の例＞

取組概要 都道府県等名

①身の回りでできることから「ちば食べきりエコスタイル」 千葉県

②大消費地・東京として貴重な食料資源を無駄なく活用 東京都

③事業者と消費者で賢く減らそう「とやま食ロスゼロ作戦」 富山県

④おいしい食材を適量で楽しむ「おいしい食べきり運動」を推進 福井県

⑤参加型「ふじのくに食べきりやったね！キャンペーン・チャレンジ」の実施 静岡県

⑥庁内横断的に食品ロス削減に向けたアプローチを展開 愛知県

⑦食の都・大阪から食品ロス削減に向けた取組を推進 大阪府

⑧食品と家計のもったいないを減らすための取組を推進 岡山県

⑨ 「作って、食べて、考える」参加型の取組を中心に展開 徳島県

⑩広域連携で取り組む「食べきりげんまんプロジェクト」 九都県市

７



平成29年度に実施した食品ロス削減の取組内容について、指定都市では、「住民・消費者への啓発」が最も
多く、次いで「食品ロスの実態把握」、「飲食店での啓発促進」の順。
取組の例としては、市民への分かりやすい啓発が進められ、生ごみ組成調査の結果を踏まえた食品ロスの

削減の普及啓発も見られる。また、飲食店等との協働で食べきりを推進する取組も見られる。

食品ロス削減の取組内容＜指定都市＞

取組概要 指定都市

⑪使いきり！食べきり！でもったいないを減らそう 札幌市

⑫残さず食べて素敵な食事「食べきりキャンペーン」 千葉市

⑬食品ロス削減の「実践に向けた提案」を軸に展開 横浜市

⑭「使いきり」、「食べきり」、「水きり」の3きり運動の推奨 川崎市

⑮ムダなくおいしい 家DE出さない！フードロス 相模原市

⑯ピーク時からの食品ロス半減を目指し、様々な取組を展開 京都市

⑰ 「KOBE ストップ the 食品ロス」運動を展開 神戸市

⑱市民の知恵をヒントに実践につなげる食品ロス削減啓発 岡山市

⑲食品ロスをなくして笑顔を広げる「スマイル！ひろしま」を展開 広島市

⑳誰もがちょっとした心掛けでできる「残しま宣言」運動を実施 北九州市
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0 10 20

住 民 ・ 消 費 者 へ の 啓 発

食 品 ロ ス の 実 態 把 握

飲 食 店 で の 啓 発 促 進

フ ー ド バ ン ク 活 動 と 連 携

子 ど も へ の 啓 発 ・ 教 育

災害用備蓄食料の有効活用

食 品 関 係 事 業 者 と 連 携

そ の 他

指定都市数＜取組内容＞

（複数回答）

＜取組の例＞

８

*



平成29年度に実施した食品ロス削減の取組内容について、市区町村では、「住民・消費者への啓発」が最
も多く、次いで「子どもの啓発・教育」、「災害用備蓄食料の有効活用」の順。
取組の例としては、市民生活に密着した様々な機会を活用してアプローチを行ったり、食育やごみ対策など

既存の取組に組み込んだりすることでの実施が見られる。また、家庭で余っている食品を有効活用する取組
も進められている。

食品ロス削減の取組内容＜市区町村＞

取組概要 市区町村

㉑「人にも地球にもやさしいあきた」を目指し、「もったいないアクション」を推進 秋田県秋田市

㉒市民の身近なところから、食品ロス削減にアプローチ 茨城県水戸市

㉓ 「もったいない運動」の一環として、食品ロス削減のための取組を実践 栃木県宇都宮市

㉔「食育」や「ごみの出し方」から食品ロス削減にアプローチ 千葉県野田市

㉕ごみ減量の啓発などを通して、食品ロス削減にアプローチ 東京都大田区

㉖大学と連携した食品ロス削減プロジェクトを実施 東京都八王子市

㉗ごみの少ない、美しいまちを目指して、食べきり運動を展開 福井県越前市

㉘残さず食べよう！30・10運動から広げる食品ロス削減 長野県松本市

㉙市民が考える「はしもとCaféミーティング」で食品ロスにもアプローチ 和歌山県橋本市

㉚ 「３きり運動（使いきり・食べきり・水きり）」で生ごみを減らす 大分県大分市

（複数回答）
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住 民 ・ 消 費 者 へ の 啓 発

子 ど も へ の 啓 発 ・ 教 育

災害用備蓄食料の有効活用

飲 食 店 で の 啓 発 促 進

食 品 ロ ス の 実 態 把 握

フ ー ド バ ン ク 活 動 と 連 携

食 品 関 係 事 業 者 と 連 携

そ の 他

市区町村数＜取組内容＞ ＜取組の例＞

９※実施の自治体には、１事務組合及び１広域連合からの回答を含む

*
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１．食べきりの促進 ２ 食べ残し料理の「持ち帰り」は自己責任の範囲で
飲食店等における「食べ残し」対策留意事項の概要 平成29年５月16日周知

【消費者の方へ】
・小盛り、小分けメニューの活用
・自身の適正量に見合った注文
・年齢層、男女比等に配慮したメニュー選択
・3010運動の実施

【飲食店の方へ】
・小盛り、小分けメニューの採用
・料理を出すタイミングや客層に応じた工夫の実施
・幹事との食事量の調整
・食べきりへのインセンティブの付与

【消費者の方へ】
・帰宅後に加熱が可能なものを量を考えて持ち帰る
・自ら料理を詰める場合は清潔な容器等を使用
・帰宅まで時間がかかる場合は持ち帰らない
・持ち帰った料理は帰宅後速やかに食べる

【飲食店の方へ】
・衛生上の注意事項を十分に説明
・十分に加熱された食品を提供
・清潔な容器や箸などを使って詰める
・外気温が高い場合、持ち帰り休止か保冷剤の提供

「飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項」の周知内容は、こちら。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/pdf/adjustments_index_11_170516_0001.pdf

消費者庁、農林水産省、環境省、厚生労働省と連名周知

平成30年６月28日に公表した「食品ロス削減関係参考資料」の中で紹介。
地方公共団体・民間の取組例

<滋賀県大津市のドギー
バッグ使用ガイド>→

←<ドギーバッグ普及委
員会の持ち帰り例>



宴会五箇条
【其の一：まずは、適量注文】
【其の二：幹事さんから「おいしく食べきろう！」の声か
け】【其の三：開始30分、終了10分は、席を立たずにしっ
かり食べる「食べきりタイム！」】
【其の四：食べきれない料理は仲間で分け合おう】
【其の五：それでも、食べきれなかった料理は、お店の方
に確認して持ち帰りましょう。】

消費者庁、農林水産省、環境省及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会（H30.
１.16現在 317自治体）は、平成29年12月から平成30年１月までの忘新年会シーズンに、
外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施し、「宴会五箇条」や「3010運
動」等の普及に取り組みました。

＜内 容＞
各省庁では、キャンペーンのチラシをウェブサイトで紹介、食品ロス削減推進に資する普及

啓発資材の展示のほか、職場の食堂等に食品ロス削減の普及啓発三角柱の設置を行います。全
国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会においては、全国チェーンの飲食店に小盛りサイ
ズメニュー導入等を要請しています。

11

〈参加自治体の食品ロス削減の啓発資材の展示状況（写真は一部)〉



 既に実施している地方公共団体の取組事例を示しつつ、災害時用備蓄食料の更新の際
には、食品ロスの削減の観点から、備蓄食料の有効活用について検討するよう通知で
依頼。

平成30年１月30日付け、内閣府防災担当、消費者庁、消防庁及び環境省の連名で都道府
県及び指定都市宛てに通知を発出。

12

16 8 181災害用備蓄食料の有効活用

食品ロス削減の取組内容（抜粋）

都道府県数 指定都市数 市区町村数

205

消費者庁調べ：「平成29年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について」

〔地方公共団体の取組事例〕
東京都：防災と一緒に考えよう～備蓄食品の「もったいない」

埼玉県：フードバンクへの災害備蓄品の寄贈～食品廃棄の無駄を省き、有効活用を図る～

熊本県：食品ロス削減の取組 ～防災備蓄食品の活用～
県内の市町村や民間企業へ有効活用を呼び掛け。

平成29年度に、「災害
用備蓄食料の有効化活用」
に取り組んだと回答のあっ
た都道府県・指定都市・市
区町村の数は205自治体。
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＜更新情報＞
（関係省庁）
●食品ロスの削減に向けた活動の一環として、料理レシピサイトを運営するクックパッド株式会社を中心としたCCB
実行委員会が開催した「クリエイティブ クッキング バトル」のトーナメントに、消費者庁の職員４名が参加しまし
た。(2018/09/10) [NEW]

●消費者庁は、食品の選択・消費に関して、栄養成分表示を使って肥満とやせを防ぐ、もったいないを意識して食品
ロスを減らすことを中心に、実践の際に注意すべき食品安全のポイントについて言及した「健康と環境に配慮した
適量のすすめ（平成30年8月27日作成）」を作成しました。（2018/08/28）[NEW]

●消費者庁は、「平成29年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について」を公表しました。
（2018/07/03）

●消費者庁は、「食品ロス削減に関する実証事業の結果について」を公表しました。（2018/07/03）
●消費者庁は、「食品ロス削減関係参考資料」を取りまとめました。（2018/06/28）
●消費者庁では、「平成29年度消費者の意識に関する調査結果報告書－食品ロス削減の周知及び実践状況に関する調
査－」を公表しました。（2018/03/27）

●農林水産省と環境省は、「我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの量の推計値（平成27年度）」及び「食品ロス削減
に資する啓発資材」について、同時発表しました。（2018/05/16）

消費者庁で実施した事業や調査の結果、地方公共団体や民間が取り組みために参考となる資料や情報
を掲載。また、関係府省庁と連携など政府の取組も発信。
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「事例を見る」ページには、様々な主体に取組の参考にしていただくため、地方公共団体、民間、
学生・生徒等の取組の紹介として、随時掲載。

〈地方公共団体の取組例〉 〈民間の取組例〉

〈学生・生徒の取組例〉
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「食品ロス」とは何か、その発生状況などを説明した啓発用パンフレット（基礎編）、宴会や家庭で食
品ロス削減に取り組むためのポイントを整理した啓発用パンフレット（応用編）を作成、配布。
また、外食時、買い物時に気をつけるポイントを整理した啓発用三角ポップも作成し、PDFファイル

で自由にダウンロードできるように、消費者庁ウェブサイトに掲載。

<啓発用パンフレット（基礎編）> <啓発用パンフレット（応用編）> <啓発用三角ポップ>

配布先 配布件数
配布部数（2種類）

合計 309,014
国・地方公共団体 162 302,852

事業者・団体 12 3,840
学校・生徒・個人 13 2,322

<平成29年度啓発用パンフレットの配布実績>



食品の選択・消費に関して、栄養成分表示を使って肥満とやせを防ぐ、もったいない
を意識して食品ロスを減らすことを中心に、実践の際に注意すべき食品安全のポイント
について言及した、新たな啓発資材を作成（平成30年8月27日）。

健康と環境に配慮した
適量のすすめ

食品をどう選ぶかは、私たちの消費生活
での重要な課題。

 健康に配慮した適量のすすめ
→ 適量を選び、食べることで、肥満

とやせを防ぐことができます。

 環境に配慮した適量のすすめ
→ 適量を選び、食べきることで、食

品ロスを減らすことができます。

16
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地方公共団体、消費者団体や消費者庁職員から寄せられた「食材を無駄にしないレシピ」を、料理
レシピサイトクックパッド「消費者庁のキッチン」で発信。掲載レシピ数は550件（平成30月９月13
日現在）。アクセス数は毎日1,000件程度で、「つくれぽ（閲覧者が実際にレシピを作った写真とと
もに感想を投稿）」も、数件/週着信。
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平成29年度実証事業の結果の公表：平成30年７月３日

本調査では、既に実践されている他都市での食品ロス削減に関する事例調査と、有識者ヒアリング
を基に削減取組・計量項目を決定した。
徳島県が選定したモニター家庭109世帯に対して、事前アンケート調査を行い、世帯構成や買物行

動を参考に介入群と非介入群に分けた。介入群と非介入群の両方に食品ロス量の記録を４週間依頼し
、介入群のみ２週目終了時に食品ロス削減の取組について指導を行った。４週間終了後に記録表及び
事後アンケートを回収して集計し、食品ロス量を比較し、その削減効果を検証した。

調理したが、食べなかった食べ残しや飲み残し、食べるつもりで購入したが食べなかった食材及び食品・飲
料、もらったもの、食べるつもりで収穫した野菜や釣ってきた魚などを計量の対象とした。
ラーメンの汁のような、全て食べることが健康上、推奨されていないものについては計量の対象外とした。

【計量対象】

事例調査

削減取組
・

計量項目
の検討

事
前
ア
ン
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ー
ト

削
減
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果
の
把
握
、
分
析

計量記録
（２週間）

削減取組の実施
及び計量記録
（２週間）

指
導

計量記録（４週間）

有識者
ヒアリング

有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ

介
入
群

非
介
入
群

計
量
・
記
録
の
説
明
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食品ロス削減取組説明会 1/26・1/27
「食品お片付け・お買い物セミナー」

事
後
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ト

事
後

ア
ン
ケ
ー
ト

109
世
帯

平成30年1月14日～2月10日
＊モニター家庭109世帯のうち、調査期間４週間の計量を実施できた家庭が103世帯。その約半数の53世帯を「非介入群」とし、４週間の計量のみを依頼。
残る50世帯を「介入群」とし、２週間終了時を目途に食品ロス削減取組をまとめた「食品お片付け・お買い物マニュアル」を配布しセミナーを実施した。

1/12
1/13
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〈主な結果〉
 食品ロスの量について、前後２週間を比較したところ、食品ロスの記録と削減取組（２週間）を

すると約４割減少（介入群）。また、食品ロスを記録するだけでも約2割減少（非介入群）。
 食品ロスのうち、「購入したもの（金額が分かるもの）」について、介入群では、金額ベースで

約２割節約。
 食品ロスの内訳は、「飲料」、「家で調理したもの」、「もらいもの」、「生鮮食品」が多い。
 捨てた理由は、食べ残した（57％）、傷んでいた（23％）の順で多い。
 事前・事後（調査期間４週間の前後）で、実践した取組や行動の変化について、「冷蔵庫に何が

入っているか把握している」、「買い物に行く前に購入する食品を決めている」、「１週間や３
日分など献立はまとめて決めている」、「必ず食べきるものだけを選んで買う」と回答した人
が、介入群・非介入群ともに増加。

前半２週間 後半２週間 変化率

介入群（50世帯） 1,182.0g 711.5g -39.8%

非介入群（53世帯） 1,009.7g 775.3g -23.2%

1182 1009.7711.5 775.3
0

300

600

900

1200

介入群n=50 非介入群n=53

約４割減 約２割減

１世帯当たりの食品ロス量（飲料を除く）(g/２週間)

（g）

介入群（50世帯）は前半２週間、食品ロス量の記録
のみを行い、後半２週間はその記録に加えて、削減の
取組を行った。その結果、前半２週間は、１世帯当た
り平均（飲料を除く）で1,182gの食品ロスが発生して
いたが、後半２週間は711.5gに減少した。
一方、非介入群（53世帯）は、４週間食品ロス量の

記録のみを行い、前半２週間は１世帯当たり平均（飲
料を除く）で1,009.7gの食品ロスが発生していたが、
後半２週間は775.3gに減少した。
「前半２週間の食品ロス量」に対する「前半と後半

の食品ロス量の差」を変化率として算出した結果、介
入群では39.8％減、非介入群では23.2％減となった。
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地方公共団体や民間団体が開催するイベント等への積極的な参加や講演。

〈第１回食品ロス削減全国大会〉 〈第12回食育全国大会〉 〈第13回食育全国大会〉

〈東京都 食品ロスもったいないフェスタ〉
※消費者庁ブースで、地方公共団体の啓発資材例も紹介

〈食の安全と安心を科学する会（SFSS）〉
※食品ロスの現状や消費者庁の取組を説明

※消費者庁が所管する食品表示期限や食品安全等に関する
展示と合わせて、食品ロスの現状を発信

※１日目の全体会への参加及び２日目の地方公共団体向け研修
会では消費者庁の取組の説明、分科会ではテーマ「消費者向
けの啓発のポイント」で意見交換



「エシカル消費」普及・啓発

人や社会・環境に配慮した消
費行動である「倫理的消費（エ
シカル消費）」の内容やその必
要性等について検討し、国民の
理解を広め、日常生活での浸
透を深めるためにどのような取
組が必要なのかについて調査
研究を行うため、平成27年５月
から平成29年3月まで、「倫理
的消費」調査研究会を開催。

・消費者の意識の変化 環境や被災地の復興、開発途上国の労働者の生活改善等の社会的課題に配慮した商品・サービスを
選択して消費することへの関心の高まり
・公正かつ持続可能な社会の形成への参画 消費者教育の視野が消費者市民社会の形成へ拡大（「消費者教育の推進に関する法律」

平成24年法律第61号）

主な検討事項
（１）倫理的消費の必要性とその効果

・倫理的消費の歴史
・倫理的商品（エシカルプロダクツ）の事例

（２）倫理的消費の定義・範囲
（３）倫理的消費の度合い（エシカル度）を計る

基準、指標
（４）我が国における倫理的消費の実態調査
（５）海外における倫理的消費の実態調査
（６）倫理的消費を広く普及させていく上での

課題と対応

「倫理的消費」調査研究会 エシカル・ラボ

「エシカル・ラボ」は、「エシカル消費（倫理的消費）」の意味や必要性などに

ついて、広く国民に考え方を普及するための情報提供を行うとともに、地方

公共団体による主体的な普及・啓発活動の促進を目指すことを目的として

平成27 年から開催しているシンポジウム。

これまでに４回開催している。

研究会取りまとめ
～あなたの消費が世界の未来を変える～
平成29年４月「倫理的消費」調査研究会 取りまとめ

○エシカル消費に取り組む必要性と意義
・持続可能性の観点から喫緊の社会的課題を含有
・課題の解決には消費者一人一人の行動が不可欠
・「安さ」や「便利さ」に隠れた社会的費用の意識が必要

○推進方策の方向性
・国民による幅広い議論の喚起、意識の向上
・事業者による消費者とのコミュニケーションの促進
・様々な主体、分野の協働によるムーブメント作り

広く国民間での理解とその先の行動を期待

今後の方策

○普及・啓発シンポジウム「エシカル・ラボ」の開催
○先進的取組の収集・発信
○地方における様々な主体や分野の協働によるムーブメントづくりの促進
のほか、徳島県を実証フィールドとする「新未来創造プロジェクト」 の活用や

民間活力との連携等を通じ、国民へ理解と行動を働きかける

○倫理的消費（エシカル消費）とは

「地域の活性化や雇用なども含む、
人や環境に配慮した消費行動」

（消費者基本計画）

消費者それぞれが各自にとっての社
会的課題の解決を考慮したり、そうし
た課題に取り組む事業者を応援した
りしながら消費活動を行うこと

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
目標12：つくる責任、つかう責任

平成30年度は、環境活動などを通じ持続可能な地域社

会の構築に取り組む秋田県秋田市で開催。秋田県にお

けるエシカル消費の取組を発見するとともに、その情報

を発信することを目指して、県内の学生や事業者、生産

者などの活動を紹介するプログラム構成とした。

なお、今年度中は、山口県、京都府でも開催予定。

多様な主体による活動への参加

青森県消費生活大学講座 こども霞が関見学デー エシカルフェスタ2018

資料５－２
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以下の２つの柱により支援します。

１．地方消費者行政強化事業
○国として取り組むべき重要消費者政策への取組
（ＳＤＧｓへの対応、若年者への消費者教育の推進、地方公共団体
における法執行の強化 等）
○消費生活センターの機能の維持・充実
（消費生活センターにおける国の政策推進等への対応力を強化）
○緊急的に取組むべき課題への取組（補助率10/10）
・成年年齢引下げに向けた対応
・消費者教育教材（社会への扉）の活用
・消費者教育コーディネーターの育成・配置

・消費税率増税・軽減税率導入に伴う対策
・2020年東京オリパラに向けた訪日外国人対応窓口の設置

２．地方消費者行政推進事業
○ 平成２９年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し
行ってきた消費生活相談体制の整備等の事業について引き続き
支援。
（ 被災４県及び熊本県においては、特例的に平成３1年度の新規
事業の立ち上げを支援）

○事業概要・目的
・消費生活を取り巻く環境が年々変化していることに伴い、消費者問題
は多種多様に複雑化していることを踏まえ、従来の体制では対応でき
ない国として解決すべき消費者行政の課題に意欲的に取り組む地方
公共団体の取組を支援する。

・どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるような体制整備を
支援する。

○「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決定）
７．安全で安心な暮らしの実現
（４）⑤消費者行政の安全・安心

消費者の安全・安心を確保するため、成年年齢の引下げを見据えた未
成年への消費者教育の強化や高齢者等の見守りネットワーク構築、内部
通報制度に係る認証制度の導入による事業者のガバナンスの強化、ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理の推進等による食の安全の確保、遺伝子組換え
食品の表示基準等の充実を進めるとともに、食品ロスの削減に向け、国、
地方自治体、事業者、消費者などの様々な関係者が連携した国民運動
の推進やＩＣＴ活用等による民間企業の取組の促進等を図る。

○「消費者基本計画」（27年3月24日閣議決定）
地方公共団体への交付金や人員・予算の確保に向けた地方の自主
的な取組への支援により、どこに住んでいても質の高い相談・救済を

受けられる地域体制を全国的に整備することを目指す。

地方消費者行政強化交付金【拡充】
３１年度概算要求額 40億円（平成３０年度予算額 ２４億円）

事業概要・目的・必要性 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○国が取組むべき重要消費者政策課題に積極的に取り組む地方公
共団体を支援し、地方消費者行政の現場での取り組みを通じて、国
の重要消費者政策課題の解決を推進します。

○身近で質の高い相談・救済が受けられる地域体制の強化等を推
進します。

期待される効果

市
区
町
村

配分

申請 申請

（地方消費者行政強化事業：補助率１/２ 地方消費者行政推進事業：定額）



＜補助対象＞
・消費生活相談員
・消費者行政担当職員
・教員

地方消費者行政強化交付金

○ 国として取り組むべき重要な消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方公共団体に対して、
ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行いながら、複数年（３年程度）の計画的な取組を支援する。

○ 国の政策による制度変更等について正確な情報を消費生活センターが消費者に提供できるよう
消費生活センターの機能の維持・充実を図るため、国が指定する研修への参加費等を支援する。

○ 引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよう体制整備を支援する。

平成３０年度予算額 ２４億円

○重要消費者政策に対応する地方消費者行政の充実・強化

○国の重要政策に係る消費生活相談員レベルアップ事業

・ギャンブル等依存症対策
・ＡＶ出演強要問題
・成年年齢引下げに係る法制度、消費者教育
・消費税率引上げ及び軽減税率制度の導入
・放射性物質に係る食品の風評被害

・新たな加工食品の原料原産地表示制度
・仮想通貨に関する問題
・破産・民事再生に関する手続
・医療法改正を踏まえた特定商取引に関する法律の理解促進
・サブリースに関する問題

○平成２９年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し行ってきた消費生活相談体制の整備

等の事業※について引き続き支援 ※被災４県及び熊本県においては、特例的に平成３０年度の新規事業の立ち上げを支援。

地方消費者行政推進事業（旧地方消費者行政推進交付金）（補助率 : 定額）

（１）ＳＤＧｓへの対応
①消費者安全確保地域協議会の構築等
②障害者に対する消費生活相談体制の整備
③食品ロス削減の取組
④倫理的（エシカル）消費の普及・促進
⑤消費者志向経営の普及・促進

（２）国の制度改正等に対応した重要消費者政策
①法執行体制の強化
②若年者への消費者教育の推進
③訪日・在日外国人向け相談窓口の整備
④風評被害の払拭のための取組

⑤公益通報者保護制度の推進
⑥適格消費者団体等の設立に向けた支援
⑦原料原産地表示制度の普及・啓発
⑧消費税率引上げ等への対応

地方消費者行政強化事業（補助率 : １/２）

事業メニュー

研修メニュー

概 要



意味 表示がされている食品の例

賞味期限

おいしく食べることができる期限(best-before)

定められた方法により保存した場合に、期待される全ての品
質の保持が十分に可能であると認められる期限。
ただし、当該期限を超えた場合でも、これらの品質が保持され
ていることがある。

消費期限

過ぎたら食べない方がよい期限(use-by  date)

定められた方法により保存した場合、腐敗、変敗その他の品
質（状態）の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと
認められる期限。

名 称 いちごジャム

原材料名 いちご、砂糖、・・・

添 加 物 増粘多糖類、 ・・・

内 容 量 ４００ｇ

賞味期限 枠外下部に記載

保存方法 直射日光を避け、常温で保存

製 造 者 ○○株式会社

東京都千代田区△△

賞味期限 30.10.31

＜消費期限と賞味期限のイメージ＞

弁当、サンドイッチ、惣菜

菓子、カップめん、缶詰

＜表示例＞

品
質

劣化が早いもの
（傷みやすい食品）

劣化が遅いもの
（日持ちする食品）

まだ食べられる

消費期限 製造日からの日数賞味期限

おいしく食べることが
できる期限

過ぎたら食べない方が
よい期限

期限表示（賞味期限・消費期限） 資料５－３



【平成３０年度の主な取組】

○ 再生利用等実施率目標、発生抑制目標の
設定
（農林水産省、環境省ほか関係省庁）

○ 食品ロス削減に向けた商慣習の更なる見
直しや、フードバンク活動支援、事業者等
への表彰等
（農林水産省/予算額:108百万円の内数）

○ 「製・配・販連携協議会」の返品削減に関
する取組への支援
（経済産業省）

○ 第３次食育推進基本計画の目標達成に向け
た食品ロスの削減の取組等食育活動の取組、
メタン発酵消化液等の肥料利用促進、フード
バンク活動推進等資源活用のための取組支援。
（農林水産省/予算額:1,745百万円の内数）

【平成３０年度の主な取組】

○ 「消費者基本計画及び同工程表」（平成27年３
月24日決定）においても明記（消費者庁）

○ 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（平
成25年６月28日閣議決定）においても明記
（消費者庁、文部科学省）

○ 学校における指導内容に「食べものを大事にし、
生産者等へ感謝する心をもつ」旨を提示
（文部科学省）

○ 社会的課題に対応するための学校給食の活用
（文部科学省/予算額３２百万円）

○ 消費行動の改善を促すような普及啓発の実施
家庭における食品ロスの削減に資する取組の実証

結果に基づく、新たな啓発資材を用いた普及啓発
（消費者庁/ 予算額:６百万円）

○ 食育白書や、食育月間実施要綱、食育推進全国
大会における出展団体による食品ロス削減の取組
の紹介・展示を通じた普及啓発

（農林水産省）

○ 地方自治体を通じた普及啓発
（各省庁）

消費者向け事業者向け

－関係府省庁が連携して食品ロスの削減に取り組みます－

平成３０年４月

資料６

○ ホームページにおける啓発
（各省庁）

○「第４次循環型社会形成推進基本
計画」における家庭系食品ロス削減
目標の設定と普及啓発

（環境省/予算額:１０７百万円の一部）

○ 第２回「食品ロス削減全国大会」
を共催で開催

（消費者庁・環境省・農林水産省）

○ 食品リサイクル法に基づく基本
方針の策定

（農林水産省、環境省ほか関係省庁）

○ 市区町村による家庭系食品ロス
の排出状況の実態調査支援

（環境省）

○「学校給食の実施に伴う廃棄物の
３Ｒ促進モデル事業」による支援

（環境省/予算額:７０百万円の一部）



省庁名 事業概要
平成30年度予算額

（百万円）
平成31年度概算要求

額（百万円）

【食料産業・６次産業化交付金】
第３次食育推進基本計画の目標達成に向けた、地域食文化の継
承、和食給食の普及、農林漁業体験、食育推進リーダーの育成、
共食機会の提供、食品ロスの削減の取組等食育活動の取組、持
続可能な循環資源活用の推進に向け、メタン発酵消化液等の肥
料利用促進のための取組、フードバンク活動推進のための取組
を支援。

1,678の内数 1,745の内数

事業概要
平成30年度予算額

（百万円）
平成31年度概算要求

額（百万円）

【持続可能な循環資源活用総合対策】
納品期限の見直しに取り組む企業の拡大や適正発注の推進等
サプライチェーン上の商慣習の見直しに向けた検討や調査研究
の取組、フードバンク実態調査を支援。大規模スポーツ大会等の
イベントでの食品ロス削減に効果的な啓発手法の検証を実施。

167の内数 108の内数

省庁名 事業概要
平成30年度予算額

（百万円）
平成31年度概算要求

額（百万円）

【地域力を活かした食品ロス削減等促進事業】
○ 地方自治体の家庭系食品ロスの排出実態調査及び削減計画
策定を支援する。
○ 地方自治体向けの食品ロス削減マニュアル及び地方自治体
が活用可能な普及啓発資材を作成し、提供することで、地方自治
体による食品ロス削減対策を促進する。
○ 学校給食から排出される食品廃棄物の３Rの実施及び当該３
Ｒの取組を題材とした食育・環境教育活動の実施等について、地
方自治体を支援する。
○ 食品ロスに係るHPを整備するとともに食品ロス削減全国大会
を開催するなどして、全国規模での普及啓発を行い、消費者の間
での食品ロスに関する認知度の向上を図る。

33の内数 70の内数

事業概要
平成30年度予算額

（百万円）
平成31年度概算要求

額（百万円）

循環型社会形成推進等経費のうち、循環基本計画フォローアップ
と普及啓発の取り組み。 82の内数 107の内数

省庁名 事業概要
平成30年度予算額

（百万円）
平成31年度概算要求

額（百万円）

文部科学省

【社会的課題に対応するための学校給食の活用】
食品ロスの削減、地産地消の推進、伝統的な文化の継承など、
社会的な課題の解消に向けたモデル事業を実施し、その成果に
ついて全国に発信する。

32 40

省庁名 事業概要
平成30年度予算額

（百万円）
平成31年度概算要求

額（百万円）

【食品ロスに関する消費者への普及啓発】
消費者が食品ロスに対する認識を高め、その削減に向けて消費
行動を改善されるような普及啓発を実施する。また、国内外にお
ける食品ロス削減の実態調査を実施するとともに、当該調査結果
を踏まえ、食品ロス削減に向けた取組を進める。

6 19

事業概要
平成30年度予算額

（百万円）
平成31年度概算要求

額（百万円）

【地方消費者行政強化交付金】
消費者の食品ロスに対する認識を高め、その削減に向けて消費
行動が改善されるような取組を行う地方公共団体を支援する。

2,400の内数 4,000の内数

平成31年度食品ロス削減対策関係事業予算要求概要

環境省

農林水産省

消費者庁

資料７



（案） 

 

「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」の設置について 
 

平成２４年７月２５日 
       関係省庁等申合せ 

平成２５年２月２０日 
一部改訂 

平成２６年２月２０日 
一部改訂 

平成２６年８月４日  
一部改訂 

平成２８年１２月１５日 

一部改訂 

平成２９年１１月９日 

一部改訂 

平成３０年○月○日 

一部改訂 

 

 

１．趣旨 

我が国では、年間約２，８４２万トンの食品廃棄物が排出され、このうち食べら

れるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は年間約６４６万トンと試算され

ている。 

このことについて、食品産業では、平成２４年４月から食品廃棄物の発生抑制の

重要性が高い業種について「発生抑制の目標値」を設定し、事業者による食品ロス

の削減を図っているところであるが、そもそも食品産業において食品ロスの要因の

一つである過剰在庫や返品等の商取引慣行が形成された背景には、消費者の過度な

鮮度志向があるといわれている。 

このため、消費者が無駄を意識し、食品ロスの削減を行う事業者を応援するとい

った環境コミュニケーションが形成されれば、フードチェーン全体での効果が期待

できると考えられることから、消費者の食品ロスに対する意識改革を図るための場

として、消費者政策担当課長会議の下に、食品ロス削減関係省庁等の室長以上クラ

スによる「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」（以下「連絡会議」という）を設置

する。 

 

 

２．役割 

食品ロスの削減に関連する関係省庁等の連携を図り、食品ロスの実態及び関係省

庁等における取組み等を情報交換するとともに、消費者自らが食品ロスの削減を意

識した消費行動等を実践する自覚（例：賞味期限等の食品表示の正しい理解、冷蔵

庫の在庫管理、食品ロスに対する意識改革）を形成するため普及啓発方策について、

検討・協議する。 

参考 



 
３．構成  

○ 文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課 企画官 

○ 農林水産省 大臣官房 参事官（兼消費・安全局） 

○ 農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室長 

○ 経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ 消費・流通政策課長 

○ 環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長 

○ 消費者庁 消費者政策課長 

○ 消費者庁 消費者教育・地方協力課長 

○ 消費者庁 食品表示企画課長 

 

 

４．庶務  

消費者政策担当課長会議における特定分野に関する「関係省庁等担当課長会議」

の枠組みを活用することから、消費者庁消費者政策課において処理。 
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